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2023年 4月 No.6 

労働条件明示義務の強化 
弁護士 清水 美彩惠 
弁護士 中坪  真緒 

1 はじめに 

2023年 3月 30日に、労働基準法施行規則 5条及び労働基準法 14条 2項に基づく「有期労働契約の締結、更
新及び雇止めに関する基準」が改正され、労働契約の締結や更新のタイミングで企業が労働者に対して明示する
必要のある事項に、①就業場所・業務の変更の範囲（全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時）、②更新
上限の有無と内容（有期労働契約の締結時と更新時）、③無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件（無期転換
ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時）が追加されました（以下、「本改正」といいます。）。本
改正は、2024年 4月 1日に施行されることとなっています。 
本改正の背景には、（1）勤務地や勤務時間等に制約のある人材も含めた多様な労働力を確保する必要性の高ま

りや労働者の価値観の多様化に対応するため、勤務地や勤務時間、職種・職務等を限定する多様な社員制度を導
入する企業が増加したことを踏まえ、勤務地や勤務時間、職種・職務等の限定を含めた労働条件について、契約
締結時に労働者に明確な説明を行い、トラブルを未然に防ぐ必要性があること、また、（2）同一の使用者（企
業）との間での有期労働契約が通算 5年を超える場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するいわ
ゆる「無期転換ルール」（労働契約法 18条 1項前段）が導入されてから 10年が経過したことを受け、無期転換
ルールのさらなる周知や円滑な適用のための法制度の整備が必要であるとの考えがあります。 
本ニュースレターでは、労働契約締結・更新時の企業の労働条件明示義務について概説した上で、本改正の概

要について解説を行います。 
 

2 労働契約締結・更新時の労働条件明示義務 

 労働者を採用するに当たり、雇用契約書を作成することは必ずしも必須ではなく、実際にも、雇用契約書を締
結しない例も多く見られます。しかし、使用者（企業）は、労働基準法上、労働契約の締結に際し、下記の労働
条件については、書面の交付により、明示しなければならないとされています（労働基準法 15条 1項、同施行
規則 5条 1項、３項、4項）。実務上は、各企業は、採用予定者に労働条件通知書を交付するという形で労働条件
の明示を行っています。 
 
【労働契約締結・更新時の労働条件明示事項（本改正前）】 

① 労働契約の期間 
② （有期労働契約を締結する場合）有期労働契約を更新する場合の基準 
③ 就業場所及び従事すべき業務 
④ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以

上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 
⑤ 賃金（退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与等を除く。）の決定、計算、及び支払の方法、賃金の締
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切り及び支払の時期 
⑥ 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

  
さらに、使用者（企業）が短時間労働者 1や有期雇用労働者を雇い入れたときは、上記①から⑥の労働条件に加

えて、下記①から④の労働条件（「特定事項」として定められています。）についても、書面の交付により明示し
なければならないとされています（短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 6条 1
項、同施行規則 2条 1項）。 

 
【短時間・有期雇用労働者を雇い入れた際に追加される労働契約締結・更新時の労働条件明示事項】 

① 昇級の有無 
② 退職手当の有無 
③ 賞与の有無 
④ 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 

 

3 本改正①（就業場所・業務の「変更の範囲」の明示義務の追加） 

 ２でご説明したとおり、従前より「就業場所及び従事すべき業務」は使用者（企業）の労働条件明示事項の１
つでしたが、明示するのは、「雇入れ直後の就業場所及び従事すべき業務」で足りるとされていました（厚生労働
省平成 11年 1月 29日基発 45号）。 
 本改正では、勤務地や勤務時間、職種・職務等を限定する多様な社員制度を導入する企業が増加したことを踏
まえ、社員に対し、「雇入れ直後の就業場所及び従事すべき業務」に加えて、それらの「変更の範囲」（将来の配
置転換などによって変わり得る就業場所や業務の範囲）についても書面により明示することが求められることに
なりました（2023年 3月 30日改正労働基準法施行規則（以下、「改正施行規則」といいます。）5条 1項 1号の
3）。 
例えば、ある社員を東京都内に勤務地を限定して採用し、採用直後に千代田区の支店を就業場所とする場合に

は、労働条件通知書の勤務場所の記載欄に、「就業の場所：（雇入れ直後）千代田支店 （変更の範囲）東京都 23
区内」などと記載することが考えられます。また、職種を営業職に限定して採用した社員については、労働条件
通知書の業務の記載欄に、「従事すべき業務の内容：（雇入れ直後）法人顧客を対象とした営業 （変更の範囲）
営業」などと記載することが考えられます。他方、勤務地や職種等について限定のない社員については、「変更の
範囲」の欄には、「会社の定める事業所」や「会社の定める業務」と記載することが想定されます。  
就業場所・業務の変更の範囲の明示は、新規に労働契約を締結する場合は勿論、有期労働契約を更新する場合

にも、更新のタイミングごとに明示することが求められます。 
 

4 本改正②（無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件の明示義務の追加） 

（1） 無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件の明示義務の追加 

同一の使用者（企業）との間で、有期労働契約が通算 5年を超える場合には、労働者の申込みにより、期間の定
めのない労働契約（無期労働契約）に転換することができるとされています（労働契約法 18 条 1 項前段）。この
いわゆる無期転換ルールは、2012年の労働契約法改正により導入されましたが、改正後 10年が経過したものの、
無期転換ルールが必ずしも労働者全体に認知されておらず、無期転換申込権が十分に活用されていないという問題
が指摘されていました。 
このような状況を背景として、本改正では、労働者に無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、

 
1 1週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の労働者の 1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいいます（短時間労
働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 2条 1項）。 
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対象労働者に対し、①無期転換を申し込むことができる旨（無期転換申込機会）及び②無期転換後の労働条件を明
示することが求められることになりました（改正施行規則 5条 5項）。 
上記の①としては、例えば、労働条件通知書に、「あなたが本契約期間中に、会社に対して期間の定めのない労

働契約の締結の申込みをしたときは、本契約期間の末日の翌日から無期労働契約での雇用に転換します」といった
記載を入れることが考えられます。上記②の無期転換後の労働条件の通知はいろいろな方法がありますが、変更内
容を別紙に添付することや、各労働条件について項目ごとに変更の有無や内容を記載しておく方法などが考えられ
ます。 
 これらの無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件の明示は、初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約
が満了した後も有期労働契約を更新する際には、更新の度にそれらを明示することが求められることになります。 
  

（2） 無期転換後の労働条件の決定に際し、均衡を考慮した事項の説明 

 さらに、本改正では、前記（1）における無期転換後の労働条件を明示するに当たり、使用者（企業）は、無期
転換後の労働条件の決定に際し、他の通常の労働者（正社員等のいわゆる正規型の労働者や無期雇用フルタイム労
働者など）とのバランスを考慮した事項について、対象の有期契約労働者に対して説明するように努めなければな
らないとされました（2023年 3月 30日改正「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」（以下、「改
正雇止め基準」といいます。）5条）。 
 これは、無期転換労働者と他の通常の労働者との間で、賃金やその他の待遇に差異がある場合には、それらの待
遇を決定するに当たって考慮した事項（例えば、業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲などの相違）につい
て、使用者（企業）が無期転換前の有期契約労働者に対して説明をすることにより、対象労働者の理解・納得を得
て、労使間の紛争を未然に防止することを目的とするものです。なお、改正雇止め基準は、労働基準法 14条 3項
に基づく行政指導の根拠となるものですが、当該基準によって使用者（企業）に法律上の義務が課されるものでは
ありません。もっとも、今後の法改正により将来的に法的義務に引き上げられる可能性もありますので、現段階か
ら均衡を考慮した事項の説明の実施に努めることが望ましいでしょう。 
 

5 本改正③（有期労働契約の更新上限の明示義務の追加） 

 有期労働契約は原則としてその期間の満了によって終了しますが①有期労働契約が過去に反復更新され、その
雇止めが無期労働契約の労働者を解雇することと社会通念上同視できると認められる場合や、②労働者が、有期労
働契約の契約期間満了時にその契約が更新されるものと期待することについて、合理的な理由があると認められる
場合には、使用者（企業）による更新拒絶が制約されることがあります（労働契約法 19条）。また、有期労働契約
が通算で 5 年を超えて反復更新された場合には、前記 4 のとおり、無期転換ルールが適用されます（労働契約法
18条 1項前段）。このため、使用者（企業）は、有期労働契約を締結する際に、あらかじめ更新上限を設定したり、
有期労働契約の反復更新後、一定の更新時期に、それ以降は更新しない旨の不更新条項を定めることが実務上行わ
れています。 
 このような有期労働契約の更新上限の設定は、それ自体は違法となるものではありませんが、更新上限の有無が
不明確な場合には、労働者が契約更新や無期転換の期待を抱く可能性があり、また、最初の有期労働契約の締結よ
り後に更新上限を新たに設定する場合には、その時点で更新の期待を有する労働者に不利益をもたらすなど、労使
の認識の相違からトラブルが生じやすいなどといった問題点が指摘されていました。 
 このような状況を受け、本改正では、有期労働契約の締結及び契約更新のタイミングごとに、更新上限（有期労
働契約の通算契約期間又は更新回数の上限）の有無と内容を明示することが義務付けられました（改正施行規則 5
条 1項 1号の 2）。 
 また、①最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合又は②最初の契約締結の際に設けていた更新上限
を短縮する場合には、更新の上限を新たに設ける又は短縮する理由を、更新上限の新設・短縮をする前のタイミン
グで説明することも必要とされました（改正雇止め基準 1 条）。なお、4 でご説明したとおり、改正雇止め基準に
よって使用者（企業）に法律上の義務が課されるものではありませんが、今後の法改正により将来的に法的義務に
引き上げられる可能性もありますので、現段階から更新上限の新設・短縮の理由の説明の実施に努めることが望ま
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しいでしょう。 
 
 
 以上の本改正の概要を整理すると以下のとおりです。本改正後のモデル労働条件通知書も厚生労働省のウェブサ
イトに公開されておりますので、参考にしてください。 
 

 
  

6 最後に 

 労働契約締結・更新時の労働者に対する労働条件明示は使用者（企業）の義務であり、労働条件に関する労使間
の認識の相違を回避し、労働者とのトラブルを防止する観点からも重要です。改正施行規則や改正雇止め基準の具
体的な運用については、今後、厚生労働省のウェブサイトにおいて Q&Aやパンフレット等により説明がなされる
と思われますが、各企業におかれては、2024年 4月 1日の施行に向けて、本ニュースレターの解説を参考にして
いただき、労働条件明示事項の追加等に向けた準備を行っていただければと思います。 

  

労 働 契 約 の 締 結 ・ 更 新 時 の 労 働 条 件 明 示 事 項 の 追 加  

明 示 の タ イ ミ ン グ 新 し く 追 加 さ れ る 明 示 事 項 及 び 説 明 事 項 

全ての労働契約の締結時と
有期労働契約の更新時 

1．就業場所・業務の変更の範囲  

2．更 新 上 限 （通算契約期間又は更新回数の上限）の有無と内容  
有期労働契約の 
締結時と更新時 

無期転換ルールに基づく 
無期転換申込権が発生する 

契約の更新時 

3．無期転換申込機会  
4．無期転換後の労働条件  

（出所）厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」（2023年3月）を参考に作成 

無期転換後の労働条件の決定に際し、他の通常の労働者との均衡を
考慮した事項を、有期契約労働者に説明するよう努めることが必要 

最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、
その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf
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